
学校保健安全法（抄） 

第一章 総 則 

（目的） 

 第一条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健

康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必

要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全

な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図ら

れるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、

もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資するこ

とを目的とする。 

（定義） 

 第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和

二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいう。 

 ２ この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する

幼児、児童、生徒又は学生をいう。 

（国及び地方公共団体の責務） 

 第三条 国及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各学校

において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施

されるようにするため、学校における保健及び安全に関す

る最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他

の必要な施策を講ずるものとする。 

 ２ 国は、各学校における安全に係る取組を総合的かつ効果

的に推進するため、学校安全の推進に関する計画の策定そ

の他所要の措置を講ずるものとする。 

 ３ 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を

講ずるように努めなければならない。 

 

第三章 学校安全 

（学校安全に関する学校の設置者の責務） 

 第二十六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図

るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災

害等（以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」

という。）により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事

故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合

（同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。）

において適切に対処することができるよう、当該学校の施

設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。 

（学校安全計画の策定等） 

 第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図

るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等

に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における

安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に

関する事項について計画を策定し、これを実施しなければ

ならない。 

（学校環境の安全の確保） 

 第二十八条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児

童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると

認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な

措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、

当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。 

（危険等発生時対処要領の作成等） 

 第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図

るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において

当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定

めた対処要領（次項において「危険等発生時対処要領」と

いう。）を作成するものとする。 

 ２ 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓

練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処

するために必要な措置を講ずるものとする。 

 ３ 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じ

た場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心

理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生

徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これ

らの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合に

おいては、第十条の規定を準用する。 

（地域の関係機関等との連携） 

 第三十条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図る

ため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該

学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する

警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活

動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の

関係者との連携を図るよう努めるものとする。 

  

第四章 雑則 

（学校の設置者の事務の委任） 

 第三十一条 学校の設置者は、他の法律に特別の定めがある

場合のほか、この法律に基づき処理すべき事務を校長に委

任することができる。 

（専修学校の保健管理等） 

 第三十二条 専修学校には、保健管理に関する専門的事項に

関し、技術及び指導を行う医師を置くように努めなければ

ならない。 

 ２ 専修学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処

置等を行うため、保健室を設けるように努めなければなら

ない。 

 ３ 第三条から第六条まで、第八条から第十条まで、第十三

条から第二十一条まで及び第二十六条から前条までの規定

は、専修学校に準用する。 

 

 

学校保健安全法施行規則（抄） 

第六章  安全点検等 

（安全点検） 

 第二十八条 法第二十七条の安全点検は、他の法令に基づく

もののほか、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使用する

施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければ

ならない。 

 ２ 学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検

を行うものとする。 

（日常における環境の安全） 

 第二十九条 学校においては、前条の安全点検のほか、設備

等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図ら

なければならない。 

 

第七章 雑 則 

（専修学校） 

 第三十条 第一条、第二条、第五条、第六条（同条第三項及

び第四項については、大学に関する部分に限る。）、第七条、

第八条、第九条（同条第一項については、学生に関する部

分に限る。）、第十条、第十一条（小学校以外の学校に関す

る部分に限る。）、第十二条から第二十一条まで、第二十八

条及び前条の規定は、専修学校に準用する。この場合にお

いて、第五条第一項中「六月三十日までに」とあるのは「当

該学年の始期から起算して三月以内に」と、第七条第九項

中「学校医又は学校歯科医」とあるのは「医師」と、第九条

第二項中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第

十二条中「第五条」とあるのは「第三十条において準用す

る第五条」と、第十九条第二号、第三号及び第四号中「学

校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第十九条第五

号及び第六号並びに第二十一条第一項中「学校医」とある

のは「医師」とそれぞれ読み替えるものとする。 

 ２ 第二十二条の規定は、専修学校の医師の職務執行の準則

について準用する。 

 


